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税・産業・雇用

雇
　
用

市
職
員
（
技
術
職
）
を

募
集
し
ま
す

ID 1025152▼
期
日　
１
次
試
験
（
教
養
試
験
・
専

門
試
験
・
個
人
面
接
な
ど
）
＝
10
月
18

日（
日
）。
２
次
試
験
（
個
人
面
接
）
＝

11
月
中
旬
（
予
定
）。

▼
対
象　
昭
和
55
年
４
月
２
日
～
平
成

11
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人
。

▼
申
込
期
限　
９
月
23
日
。

▼
申
込
方
法　
今
年
度
か
ら
、
イ
ン
タ 

ー
ネ
ッ
ト
の
み
で
採
用
試
験
受
験
申
し

込
み
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
人
事

課
へ
の
持
ち
込
み
・
郵
送
で
の
申
し
込

み
は
で
き
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、
市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
人
事
課
☎（
632
）２
０
７
４

予
備
自
衛
官
補
を

募
集
し
ま
す

ID▼
募
集
種
目　
予
備
自
衛
官
補
（
①
一

般
②
技
能
）。

▼
応
募
資
格　
日
本
国
籍
を
有
す
る
①

18
～
33
歳
②
国
家
資
格
を
有
す
る
18
歳

以
上
の
人
。
た
だ
し
、
資
格
に
よ
り
年

齢
に
上
限
が
あ
り
ま
す
。

▼
試
験
日　
10
月
３
～
６
日
の
指
定
さ

れ
た
日
。

▼
申
込
期
限　
９
月
11
日
。

▼
そ
の
他　
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
、
自
衛
隊
栃
木
地
方
協
力
本
部
宇
都

宮
分
室
☎（
638
）１
９
２
２
、
市
民
課
☎ 

（
632
）２
２
６
３
へ
。

求
職
者
向
け

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

ID 1006864

▼
日
時
・
内
容　
９
月
15

日（
火
）午
前
10
時
～
正
午

＝
仕
事
探
し
マ
ス
タ
ー
、

午
後
１
時
～
３
時
＝
書
類

作
成
・
面
接
実
践
。
９
月

23
日（
水
）
午
前
10
時
～
正
午
＝
キ
ャ

リ
ア
プ
ラ
ン
、
午
後
１
時
～
３
時
＝
マ

イ
Ｊジ

ョ

ブ
Ｏ
Ｂ
チ
ョ
イ
ス
。

▼
会
場　
中
央

（
中
央
１
丁
目
）。

▼
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
。
①
市
内
在
住
か
通
勤
者
②
市
内
へ

の
就
職
希
望
者
。

▼
定
員　
各
先
着
10
人
。

▼
申
込
方
法　
電
話
で
、
商
工
振
興
課

☎（
632
）２
４
４
６
へ
。

税
固
定
資
産
税（
土
地
・
家
屋
）の

現
所
有
者
の
申
告
を

ID 1025007
　
土
地
・
家
屋
の
登
記
簿
（
課
税
台
帳
）

上
の
所
有
者
が
亡
く
な
り
、
相
続
な
ど

の
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
相
続

人
な
ど
（
現
所
有
者
）
が
納
税
義
務
者

　徴収担当 ニャンニャ係長 54

■利用者負担額（保育料）
　利用者負担額（保育料）は、
父母それぞれの市町村民税所
得割課税額を合算して算定し
ます。税情報が確認できない
場合は、資料が提出されるま
で、仮の保育料とします。
　また、毎月の納め忘れが無
いよう、口座振替をお勧めし
ています。
　なお、子どもの年齢などに
より、保育料が半額または無
償になる場合があります。
■�納付相談や滞納した場合
　納期限内の納付が困難な場
合は、早めにご相談ください。
利用者負担額（保育料）を滞
納した場合、督促状や電話、
訪問などにより納付のお願い
をします。滞納が続く場合は、
差し押さえなどの滞納処分や
児童手当からの徴収の対象と
なります。
問保育課☎（632）2394

督
促
状
や
催
告
書
が

送
ら
れ
る
ニ
ャ

も
し
納
期
ま
で
に

納
付
し
な
か
っ
た
ら

ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う

こ
れ
か
ら
毎
月

保
育
料
が

か
か
る
ニ
ャ

聞
い
て

み
ま
す
ね

良
か
っ
た
ニ
ャ

保
育
料
が
掛
か
ら
な
い

場
合
も
あ
る
か
ら

問
い
合
わ
せ
る
と
い
い
ニ
ャ

う
ち
の
子
も
無
事
に

保
育
園
の
入
園
が

決
ま
り
ま
し
た

最
終
的
に
は

財
産
の
差
し
押
さ
え
も

あ
る
か
ら

気
を
付
け
る
の
ニ
ャ

1

2

3

4

　ニャンニャ係長は、さまざまな徴収や制度について、お知らせしています。
これまでの記事は、市 からご覧になれます。 ID 1014454

利用者負担額（保育料）の納付

URL1　https://zerooneb.xsrv.jp/utsunomiya2020/

ID 1003887
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用

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

各番号を市 のトップページで入力すると関連ページが見られますID 1000000

と
な
り
ま
す
。
現
所
有
者
は
、
氏
名
や

住
所
な
ど
を
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、市

を
ご
覧
に
な
る
か
、

資
産
税
課
☎（
632
）２
２
４
４
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

産
　
業

宇
都
宮
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
ー

プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
募
集

ID 1025085
　
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
や
新
規
事
業
を
拡

大
さ
せ
る
た
め
、令
和
３
年
３
月
ま
で
、

メ
ン
タ
リ
ン
グ
な
ど
の
支
援
を
集
中
的

に
実
施
し
ま
す
。

1
募
集
説
明
会

▼
日
時　
９
月
２
日（
水
）・
25
日（
金
）、

午
後
７
時
～
８
時
。

▼
実
施
方
法　
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
配

信
（
途
中
参
加
可
）。

▼
そ
の
他　
申
込
方
法
や
視
聴
方
法
な

ど
、詳
し
く
は
、宇
都
宮
ア
ク
セ
ラ
レ
ー

タ
ー
２
０
２
０
URL1

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

2
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

▼
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

中
小
企
業
、
個
人
事
業
者
。
①
市
内
に

事
業
所
を
有
し
、
創
業
後
数
年
程
度
②

市
内
で
新
規
事
業
を
予
定
し
て
い
る
。

▼
選
考　
１
次
選
考=

書
類
審
査
。
２

次
選
考=

面
談
審
査
。

▼
申
込
期
限　
10
月
20
日
。

▼
申
込
方
法　
宇
都
宮
ア
ク
セ
ラ
レ
ー 

タ
ー
２
０
２
０
URL1

の 

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム

に
必
要
事
項
を
入
力
。

問
産
業
政
策
課
☎（
632
）２
４
４
３

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
の

始
め
方
セ
ミ
ナ
ー

ID 1015770

▼
日
時　
９
月
５
日（
土
） 

午
前
10
時
30
分
～
正
午
。

▼
会
場　
視
聴
覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
（
中
今
泉
３

丁
目
）。

▼
内
容　

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を

使
っ
た
会
議
や
社
内
打
ち
合
わ
せ
な
ど

へ
の
活
用
に
つ
い
て
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ 

ー
シ
ョ
ン
を
交
え
て
紹
介
。

▼
対
象　
市
内
中
小
企
業
の
経
営
者
・

従
業
員
な
ど
。

▼
定
員　
先
着
10
人
程
度
。

▼
申
込
期
限　
９
月
４
日
。

▼
申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス 

（

・
会
社
名
・
職
名
を
明
記
）
で
、
県

よ
ろ
ず
支
援
拠
点
☎（
670
）２
６
１
８
、 

（
670
）２
６
１
１
へ
。

問
商
工
振
興
課
☎（
632
）２
４
３
３

市
民
課
業
務

窓
口
用
封
筒
に

有
料
広
告
を
募
集

ID 1016689▼
掲
出
場
所　
角
形
６
号
封
筒
の
裏
面
。

▼
募
集
枠　
４
枠
。

▼
規
格　
縦
75
㎜
×
横
70
㎜
、
１
色
刷

り
。

▼
印
刷
枚
数　
31
万
枚
。

▼
最
低
入
札
価
格　
１
枠
15
万
円
（
税

抜
き
）。
た
だ
し
、
契
約
金
額
は
消
費

税
を
加
え
た
金
額
。

▼
申
込
期
限　
10
月
１
日
（
必
着
）。

▼
申
込
方
法　
市
民
課（
市
役
所
１
階
）、 

各
・
、岡
本
事
務
所
（
下
岡
本
町
）・

田
原
事
務
所
（
上
田
原
町
）
に
置
い
て

あ
る
申
込
書
（
市

か
ら
も
取
り
出
し

可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、
見
積
書
・

広
告
の
原
稿
・
会
社
概
要
（
法
人
の
場

合
）
を
添
え
て
、直
接
ま
た
は
郵
送
（
簡

易
書
留
）
で
、
〒
320－

8540
市
役
所
市
民

課
☎（
632
）２
２
７
４
へ
。

看板などの屋外広告物を出すには
許可が必要です

▼�屋外広告物とは　屋外で公衆に表示してい
る看板・サイン・電光掲示板・のぼり旗・
立て看板・ポスター・貼り紙などのことです。
屋外広告物は、まちに活気を与えるもので
すが、無秩序な氾濫により、まちの景観や
自然の景色を損なうこともあります。また、
落下などの事故を防ぐため、定期的な点検
が必要です。
▼�屋外広告物のルール　面積や高さなどの基
準が条例で定められ、掲出する場合には事
前に市への許可申請が必要です。許可期間
は１カ月～３年以内で、許可期間を超えて
継続して掲出する場合は、更新の申請が必
要です。申請に必要な書類や申請方法など、
詳しくは、市 をご覧になるか、直接また
は電話で、建築指導課（市役所11階）☎（632）
2573へ。

▲�宇都宮アク�
セラレーター�
2020

ID 1005826

　本市では、市民の皆さんと協力して快適
な生活環境を目指すため、違反広告物を除
却するボランティアを募集しています。
▼�活動日時・場所　自治会の防犯活動に合
わせて実施するなど、各団体のできる範
囲で実施。

▼�活動内容　道路上の電柱や街路樹など、
条例で広告物の掲出を禁止している場所
に取り付けられた貼り紙・貼り札などの
撤去。
▼�対象　市内在住か通勤通学する20歳以上
の人で構成する５人以上の団体。

▼�その他　申込方法など、詳しくは、市 を
ご覧になるか、建築指導課☎(632)2573へ。

違反広告物除却ボランティア団体募集

ID 1005824


